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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の機能膜層（１２）と交互配置された複数の光に不活性な層（１４）を含むマイクロ
ホログラム層（１０）であって、前記複数の機能膜層（１２）が、第１の光線によって照
射されるとその屈折率に変化を受け、第２の光線によって照射されるとその屈折率に変化
を受けない素材を含む、マイクロホログラム層（１０）と、
前記マイクロホログラム層（１０）と交互配置された複数のスペーサ膜（２０）と、
を含み、
第１のマイクロホログラム層（１０）および第２のマイクロホログラム層（１０）が読み
出し中に２つの異なる波長に反応する、成分。
【請求項２】
前記マイクロホログラム層（１０）の間隔がＰとして定義され、
  Ｐ＝λ／２ｎであり、
  さらに、λが読み出し光線の光の波長であり、ｎがマイクロホログラム層（１０）内の
前記複数の光に不活性な層（１４）および機能膜層（１２）の有効屈折率である、
請求項１記載の成分。
【請求項３】
記録状態の間に高い強度で照射されると、前記マイクロホログラム層（１０）の反射率が
変更される、請求項１または２に記載の成分。
【請求項４】
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前記複数の光に不活性な層（１４）および前記複数のスペーサ層（２０）が同じ屈折率を
有する、請求項１乃至３のいずれかに記載の成分。
【請求項５】
第１の機能膜層（１２）内の第１の素材が第１の素材の合成物、濃度、および閾値反応を
有し、第２の機能膜層（１２）が少なくとも１つの異なる第２の素材の合成物、濃度、お
よび閾値反応を有する第２の素材をもつ、請求項１乃至４のいずれかに記載の成分。
【請求項６】
それぞれの連続するマイクロホログラム層（１０）がデータ読み取り装置および読み／書
き装置のうちの１つから離れる方向により高い反射率を有する、請求項２記載の成分（３
０）。
【請求項７】
前記複数のスペーサ膜（２０）のうちの少なくとも１つが補助反射スタック（２２）をさ
らに含み、前記補助反射スタック（２２）が記録および読み出しの光の波長に不活性な素
材からなる複数の層を含み、それによって反射基準層を画定する、請求項１乃至６のいず
れかに記載の成分（３０）。
【請求項８】
前記複数のマイクロホログラム層（１０）の記録波長が、前記複数のマイクロホログラム
層（１０）の読み出し波長と異なる、請求項１乃至７のいずれかに記載の成分（３０）。
【請求項９】
前記第１の光線が高い強度をもつ光を含み、前記第２の光線が低い強度をもつ光を含む、
請求項１乃至８のいずれかに記載の成分。
【請求項１０】
その中に成形用非フォトポリマープラスチック基板およびサーボ層（４４）を含む基板層
（４２）と、
  前記基板層（４２）に隣接する請求項１乃至９のいずれかに記載の成分（３０）と
を含む、データ記憶デバイス（１００）。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、積層膜の閾値成分、成分を使用するデバイス、デバイスおよび／ま
たは成分を製造する方法に関し、特定の実施形態では、デバイス上でホログラムの記録お
よび／または読み取りを行う方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　マイクロホログラフィックデータ記憶により、単一ディスク内の多数のデータ層が高い
データ容量を実現することが可能になる。それぞれのデータ層では、デジタルデータ「０
」または「１」がマイクロホログラムの存在または不在によって表現される。マイクロホ
ログラムは、読み出し光線が照射されると、局所的な反射板として機能する。マイクロホ
ログラムの存在または不在により、格納された情報を提供する「高」または「低」の反射
信号が提供される。
【０００３】
　マイクロホログラムの光学式記録は、重複する焦点領域をもつディスクの両面からの２
本の後方励起集束可干渉性レーザ光線を必要とする。焦点領域での２本の光線の干渉によ
り、マイクロホログラムである屈折率変調パターンをもたらす素材の局所変化が誘導され
る。これら２本の光線を正確に位置合せするには、通常、動的な記録中に５軸サーボシス
テムが必要となる。加えて、ディスクの深さを通じてすべての層に記録するには、十分な
収差補償光学システムが必要になるが、これは高い開口数では非常に挑戦的である。した
がって、光学系とサーボのどちらのシステムも、単一集束光線のみが記録および／または
読み出しに使用される従来の光学ドライブシステムで必要になるものより、非常に複雑で
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高価である。
【０００４】
　この問題を克服するために「プリフォーマット」の概念が提案された（米国特許第７，
３８８，６９５号参照）。この方式では、ブランクディスクは、光学ドライブで使用され
る前にマイクロホログラム層で「プリフォーマット」される。この「プリフォーマット」
ステップはディスク製造におけるステップの１つである。次いで、プリフォーマットされ
たディスクは、記録用および読み出し用に光学ドライブで使用される。記録は、単一集束
レーザ光線を使用して、マイクロホログラムの消去または修正を介して行われる。
【０００５】
　「プリフォーマッティング」用のシステムは、高品質で高価な両面マイクロホログラム
記録システムである。
【０００６】
　それゆえに、既存の光データ記憶装置の構造、製造方法、フォーマッティング方法、お
よび／または記録方法を改良する機会が進行中である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１１／０２４９３３４号公報
【発明の概要】
【０００８】
　本発明は、データ記憶デバイスをプリフォーマットする必要をなくすことにより、前述
の欠点のうちの少なくともいくつかを克服する。より詳細には、本発明は、積層膜の閾値
成分、デバイス、および製造方法を提供することに関する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　したがって、発明の一態様によれば、成分はマイクロホログラム層を含み、マイクロホ
ログラム層は、複数の機能膜層と交互配置された複数の光に不活性な層を含み、複数の機
能膜層は、第１の光線によって照射されるとその屈折率に変化を受け、第２の光線によっ
て照射されるとその屈折率に変化を受けない素材を含む。
【００１０】
　発明の別の態様によれば、製造方法は、第１の光線によって照射されるとその屈折率に
変化を受け、第２の光線によって照射されるとその屈折率に変化を受けない機能膜の素材
を提供すること、光に不活性な素材を提供すること、増倍型ダイを介して機能膜の素材お
よび光に不活性な素材を押出成形し、それによってマイクロホログラム層を形成すること
、スペーサ膜を提供すること、ならびに、スペーサ膜とマイクロホログラム層を接着し、
それによって成分を形成することを含む。
【００１１】
　発明の別の態様によれば、製造方法は、ロールツーロールシステムを介して薄いスペー
サ膜を提供すること、複数のコーティングを薄いスペーサ膜に塗布すること、薄いスペー
サ膜および複数のコーティングを硬化させ、それによってマイクロホログラム層を作成す
ることを含み、複数のコーティングは、第１の光線によって照射されるとその屈折率に変
化を受け、第２の光線によって照射されるとその屈折率に変化を受けない機能的な素材、
および不活性な素材を含む。
【００１２】
　本発明のさまざまな他の特徴および利点は、以下の発明を実施するための形態および図
面から明白にされる。
【００１３】
　本発明の上記その他の特徴、態様、および利点は、以下の発明を実施するための形態を
、添付図面を参照して読むとよりよく理解され、添付図面では、図面全体を通して同様な
文字は同様な部分を表す。
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【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態による積層膜の閾値成分の一部の立断面図である。
【図２】本発明の実施形態による積層膜の閾値デバイスの一部の立断面図である。
【図３Ａ－３Ｂ】本発明の実施形態による記録中の積層膜の閾値成分の一部の立断面図で
ある。
【図４】本発明の別の実施形態による積層膜の閾値デバイスの一部の立断面図である。
【図５】本発明の別の実施形態によりホモダイン検波を受けている図４の積層膜の閾値成
分の一部の立断面図である。
【図６】本発明の実施形態による積層膜の閾値成分の製造方法を採用するシステムの概略
図である。
【図７】本発明の別の実施形態による積層膜の閾値成分の製造方法を採用するシステムの
概略図である。
【図８】本発明の別の実施形態による積層膜の閾値成分の製造方法を採用するシステムの
概略図である。
【図９】本発明の実施形態により積層膜の閾値成分を製造する方法の流れ図である。
【図１０】本発明の別の実施形態により積層膜の閾値成分を製造する別の方法の流れ図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　特に断りのないかぎり、本明細書で使用される技術的および科学的な用語は、今開示さ
れた主題に関して当業者によって普通に理解される意味と同じ意味を有する。本明細書で
使用される用語「第１」、「第２」、および同様のものは、いかなる順序、数量、または
重要度も意味せず、むしろ１つの構成要素を別の構成要素から区別するために使用される
。用語「ａ」、「ａｎ」、および「ｔｈｅ」は数量の制限を意味せず、むしろ参照された
項目が少なくとも１つ存在することを意味し、用語「前」、「後」、「下」および／また
は「上」は、特に断りのないかぎり説明の便宜上使用されるにすぎず、任意の１つの場所
または空間的方位に限定されない。
【００１６】
　範囲が開示された場合、同じ成分または性状に関するすべての範囲の終点が含まれ、別
々に結合することができる（例えば、「約２５重量％まで」の範囲は、「約５重量％から
約２５重量％まで」の範囲の終点およびすべての中間値を含む、など）。数量とともに使
用される修飾語「約」は指定された値を含み、文脈によって規定された意味を有する（例
えば、特定の数量の測定に関連する誤りの程度を含む）。それゆえに、用語「約」によっ
て修飾された値は、必ずしも指定された正確な値のみに限定されない。
【００１７】
　本明細書では、用語「非線形増感体」は、光強度に対して依存性をもつ感度を有する、
すなわち、感度がより高い（記録）強度で高く、より低い（読み出し）強度で低い素材を
意味する。
【００１８】
　本明細書では、用語「感度」は、レーザ光で膜のスポットを照射するために使用される
流束量に関して取得された指数変化の量として定義される。一般に、線形素材および／ま
たは線形増感体についての感度は、さまざまな強度にわたって変化しない。
【００１９】
　本明細書では、用語「流束」は、光線断面の単位領域を通過した光学ビームのエネルギ
ー量（例えばジュール／ｃｍ2で測定）を意味し、用語「強度」は光放射フラックス密度
、例えば、単位時間に光線断面の単位領域を通過するエネルギー量（例えばワット／ｃｍ
2で測定）を意味する。
【００２０】
　本明細書では、用語「潜在的酸発生器」は、刺激に曝されると酸または陽子を生成する
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能力がある素材を意味する。
【００２１】
　本明細書では、用語「反応物」は、化学変化を受けて、媒体内の屈折率変化の変調をも
たらす「生成物」を形成する能力がある素材を意味する。
【００２２】
　本明細書では、用語「潜在的発色団」は、刺激に反応して発色団を生成する能力がある
素材を意味する。さらに、用語「潜在的発色団」は、潜在的発色団とは異なる吸収または
光学特性を有する発色団を生成する能力がある素材を意味する。
【００２３】
　本明細書では、用語「変化」は、反応物の間接的な光化学反応、例えば光二重化または
異性化を含むことを意味する。光二重化または光化学反応または光反応などの用語ととも
に単語「間接的」を使用することは、反応物が光子の吸収から直接エネルギーを受けず、
むしろ最初に光子を吸収し、次いで、その後異性化を受けた反応物にそのエネルギーの一
部を伝達した（例えば、増感体または媒介物などの）別の分子から受けたことを意味する
。
【００２４】
　本明細書では、屈折率における変化に関連する用語「無変化」は、継続時間にわたって
その屈折率で約０．０５％の変化より小さい変化を有する素材または素材の組合せを含む
ことを意味する。
【００２５】
　本発明の態様は、従来のデータ記憶成分、デバイス、および製造方法を超える利点を与
えるように示された。本発明の態様は、デバイスをプリフォーマットする必要をなくすた
めに、製造ステップおよびそのように製造されたデータ記憶デバイスの構造を簡略化する
ことを目的とする。本発明の態様は、光線照射で「反射」層、すなわちいわゆる「マイク
ロホログラム層」を作成するために、積層周期膜構造を使用することである。この反射層
は、記録光線の照射下で層の反射率を修正（削減または増加）するように修正できる閾値
素材を含むことができる。結果として、非常に複雑な「複製」システムを提供する必要を
効果的になくし、既存の光学システムは本明細書で説明されたデータ記憶デバイスと完全
に互換性がある。実施形態では、本発明のデータ記憶デバイスは、「記録」用および「読
み出し」用の一面ローコストの光学ドライブとともに使用することができ、ディスク内で
マイクロホログラムを作るための高価で複雑な「プリフォーマッティング」システムに対
する必要をなくす。
【００２６】
　図１を参照すると、本発明の実施形態による成分の一部の立断面図が示される。１０と
して描写された積層膜の閾値成分または成分は、複数の機能膜層１２と交互に配置された
複数の光に不活性な層１４を含むことができる。ひとまとめにして、本明細書においてよ
り詳細に説明されるように、階層化された構造物１０はマイクロホログラフィック層１０
と見なすこともできる。
【００２７】
　本明細書で使用される用語隣接するは、２つもしくはそれ以上の構成要素がお互いと物
理的に接触すること、または、２つもしくはそれ以上の構成要素の間に間隙層がある場合
があることを意味する。すなわち、２つまたはそれ以上の構成要素は、単一の構造物をも
たらすために何らかの方式で結合される。
【００２８】
　図１に示された構成要素の数にかかわらず、マイクロホログラム層１０は、２から２０
の範囲内であり得る多数の機能膜層１２を含む。同様に、多数の光に不活性な層１４も２
から２０の範囲内であり得る。
【００２９】
　機能膜層１２は、高い強度で光線によって照射されるとその屈折率に変化を受け、低い
強度で光線によって照射されるとその屈折率に変化を受けない、素材または素材の組合せ
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を含むことができる。
【００３０】
　本明細書で使用される用語「高い強度」は、約５０ＭＷ／ｃｍ2から約５００ＭＷ／ｃ
ｍ2までの範囲内の光を含む。本明細書で使用される用語「低い強度」は、０．１ＭＷ／
ｃｍ2から約３０ＭＷ／ｃｍ2までの範囲内の光を含む。
【００３１】
　機能膜１２は、ポリマー、非線形光学色素、増感体、および、屈折率の変化を受ける能
力がある素材の任意の適切な組合せを含むことができる。適切な機能膜１２の素材の例に
は、本願の譲受人に譲渡された、「Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｕｓｉｎｇ　Ｏｐｔｉｃａ
ｌ　Ｄａｔａ　Ｓｔｏｒａｇｅ　Ｍｅｄｉａ」と題する米国特許第８，１２４，２９９号
、第１２／５５１，４１０号（弁理士整理番号２３６６３９－１）、「Ｕｓｅ　ｏｆ　Ａ
ｐｐｅｎｄｅｄ　Ｄｙｅｓ　Ｉｎ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｄａｔａ　Ｓｔｏｒａｇｅ　Ｍｅｄ
ｉａ」と題する米国特許公報第２０１２／００５２２３２号、第１２／８７３，０２４号
（弁理士整理番号２４２９１２－１）、「Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ，　Ｏｐｔｉｃａｌ
　Ｄａｔａ　Ｓｔｏｒａｇｅ　Ｍｅｄｉａ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｕｓｉｎ
ｇ　ｔｈｅ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｄａｔａ　Ｓｔｏｒａｇｅ　Ｍｅｄｉａ」と題する米国特
許公報第２０１１／００５３０５５号、第１２／５５１，４５５号（弁理士整理番号２３
６５４０－１）、および、「Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ　Ｄａｔａ　ｉｎ
　ａｎ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｄａｔａ　Ｓｔｏｒａｇｅ　Ｍｅｄｉｕｍ　ａｎｄ　ａｎ　Ｏ
ｐｔｉｃａｌ　Ｄａｔａ　Ｓｔｏｒａｇｅ　Ｍｅｄｉｕｍ」と題する米国特許第１３／１
６４，９９６号（弁理士整理番号２４７９７９－１）に列記された素材が含まれるが、そ
れらに限定されない。前述の文書のすべては、それらの全体が参照により本明細書に組み
込まれている。
【００３２】
　一実施形態では、機能膜１２は、熱可塑性ポリマーマトリクス、上部三重項励起を起こ
すのに十分な波長および強度を有する入射放射線を吸収する能力がある非線形増感体、非
線形増感体から三重項励起すると酸を生成する能力があり、実質的に前記入射放射線に反
応しない潜在的酸発生器、潜在的発色団を含む反応物を含むことができ、少なくとも１つ
の潜在的発色団は、生成された酸と反応することにより少なくとも１つの発色団を形成し
、それによって光学データ記憶媒体内で屈折率の変化を起こす能力がある。別の実施形態
では、機能膜１２は、熱可塑性ポリマーマトリクス、潜在的酸発生器、非線形増感体、お
よび、潜在的発色団を含む反応物を含むことができる。別の実施形態では、機能膜１２は
、熱可塑性ポリマーマトリクス、潜在的酸発生器、非線形増感体、および、保護されたベ
ンゾフェノンを含む反応物を含むことができる。
【００３３】
　別の実施形態では、機能膜１２は、ポリマーマトリクス、三重項励起（Ｔｎ；ｎ＞１）
すると化学変化を受け、それによって屈折率の変化を起こす能力がある反応物、および、
４０５ｎｍで化学線を吸収して上部三重項エネルギーを前記反応物に伝達させる能力があ
る１つまたは複数のサブフタロシアニン（サブＰＣ）逆可飽和吸収体（ＲＳＡ）を含む非
線形増感体を含むことができる。
【００３４】
　別の実施形態では、機能膜１２は、ポリマーマトリクス、励起すると光化学変化を受け
、それによって屈折率の変化を起こす能力がある反応物、および、反応物が１つまたは複
数の波長の放射線に曝されると反応物の励起を起こす能力がある非線形増感体を含むこと
ができ、非線形増感体はポリマーマトリクスに化学的に結合される。
【００３５】
　別の実施形態では、機能膜１２は、ポリマーマトリクス、三重項励起すると光化学変化
を受けて生成物を形成し、それによって媒体内で屈折率の変化を起こす能力がある反応物
、および、４０５ｎｍで化学線を吸収して上部三重項エネルギーを前記反応物に伝達させ
る能力がある１つまたは複数のプラチナエチニル複合体を含む非線形増感体を含むことが
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できる。
【００３６】
　同様に、光に不活性な層１４は任意の適切な素材を含むことができる。光に不活性な層
１４は、光に不活性か、または光におおよそ不活性な任意の適切な素材を含むことができ
る。光に不活性な層１４用のポリマーマトリクスで使用するのに適したポリマーの例には
、ポリ（メチルメタクリル樹脂）（ＰＭＭＡ）などのポリ（アルキルメタクリル樹脂）、
ポリビニルアルコール、ポリ（アルキルアクリレート）、ポリスチレン、ポリカーボネー
ト、ポリ（ビニリデン塩化物）、ポリ（ビニルアセテート）、それらの組合せ、および同
様のものが含まれるが、それらに限定されない。
【００３７】
　図１に示されたように、Ｐはマイクロホログラム層１０の間隔として示され、式１にお
いて定義される。
【００３８】
　Ｐ＝λ／２ｎ　式１
　ここで、λは読み出し光線の光の波長であり、ｎはマイクロホログラム層１０内の複数
の不活性膜層１４および機能膜層１２の有効屈折率である。複数の光に不活性な層１４お
よび機能膜層１２から構成されるように、マイクロホログラム層１０の厚さは約０．５μ
ｍから約１０μｍまでの範囲内にある。
【００３９】
　図２を参照すると、本発明の実施形態による、データ記憶デバイスの一部、およびデー
タ記憶デバイス成分の立断面図が示される。１００として描写されたデータ記憶デバイス
は、データ記憶デバイス成分３０および他の構成要素を含む。
【００４０】
　データ記憶デバイス成分３０は、複数のスペーサ膜２０と交互に配置された複数のマイ
クロホログラム層１０を含む。複数のスペーサ膜２０は光に不活性な素材を含むことがで
きる。複数のスペーサ膜２０のそれぞれは、レイリー範囲の約２０倍から約１００倍の厚
さを有することができる。レイリー範囲は読み出しデバイスの開口数および光の波長によ
って決定される。
【００４１】
　スペーサ膜２０は任意の適切な素材を含むことができる。スペーサ膜２０用のポリマー
マトリクスで使用するのに適したポリマーの例には、ポリ（メチルメタクリル樹脂）（Ｐ
ＭＭＡ）などのポリ（アルキルメタクリル樹脂）、ポリビニルアルコール、ポリ（アルキ
ルアクリレート）、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリ（ビニリデン塩化物）、ポリ
（ビニルアセテート）、それらの組合せ、および同様のものが含まれるが、それらに限定
されない。
【００４２】
　データ記憶デバイス１００は、それに隣接するデータ記憶デバイス成分３０をもつ基板
層４０を含む。図のようにデータ記憶デバイス成分３０の第２の面に隣接するのは、第２
の基板層４２であり得る。第２の基板層４２は、その中にサーボ層４４をさらに含むこと
ができる。
【００４３】
　データ記憶デバイス１００は、デバイス１００の一面または両面に適切なバリアコーテ
ィング４８をさらに含むことができる。バリアコーティング４８用に、現在知られている
、または後に開発される任意の適切な素材を使用することができる。さらに、データ記憶
デバイス１００は、擦過防止コーティングおよび反射防止コーティングのうちの１つまた
は複数を含むことができる。擦過防止コーティングおよび／または反射防止コーティング
はデータ記憶デバイス１００の両面に配置することができるが、上面はデータ記憶デバイ
ス１００で読込および／または書込の動作が行われる面なので、通常、これらのコーティ
ングはデータ記憶デバイス１００の上面に塗布されるだけである。
【００４４】
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　結果として、本発明のデータ記憶デバイス１００は、最終的にマイクロホログラフィッ
クデータ記憶デバイスとして機能するように構成することができる。一実施形態では、マ
イクロホログラフィックデータ記憶デバイスはディスクを含むことができる。適切なディ
スクには、約１．２ｍｍまたは約１００μｍの全厚を有するディスク（すなわち、「フレ
キシブルディスク」）などの、標準ディスクサイズが含まれ得るが、それらに限定されな
い。しかしながら、ディスクは約１００μｍから約１．２ｍｍまでの範囲を含む任意の全
厚に構築することができ、例えば、１００μｍ、４００μｍ、６００μｍ、または１２０
０μｍの全厚を有するディスク、および同様のものを含む。
【００４５】
　基板層４０、４２は、成形用非フォトポリマープラスチック基板を含むことができる。
基板層４０、４２用のポリマーマトリクスで使用するのに適したポリマーの特定の例には
、ポリ（メチルメタクリル樹脂）（ＰＭＭＡ）などのポリ（アルキルメタクリル樹脂）、
ポリビニルアルコール、ポリ（アルキルアクリレート）、ポリスチレン、ポリカーボネー
ト、ポリ（ビニリデン塩化物）、ポリ（ビニルアセテート）、それらの組合せ、および同
様のものが含まれるが、それらに限定されない。基板層４２は、グルーブ、または、グル
ーブ層およびグルーブ層上のダイクロイック層を含むサーボ層４４を、その中にさらに含
むことができる。
【００４６】
　適切な基板層４０、４２、サーボ層４４、グルーブ層、ダイクロイック層の例は、以下
の参照文献で説明されるが、本願の譲受人に譲渡された、「Ｄｉｓｃ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒ
ｅ　Ｆｏｒ　Ｂｉｔ－Ｗｉｓｅ　Ｈｏｌｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｓｔｏｒａｇｅ」と題する米
国特許公報第２０１１／００８０８２３号、第１２／９６６，１４４号（弁理士整理番号
２２８３６５－３）、および、「Ｄｉｓｃ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　Ｆｏｒ　Ｂｉｔ－Ｗｉ
ｓｅ　Ｈｏｌｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｓｔｏｒａｇｅ」と題する米国特許第８，１９４，５２
０号、第１２／３４６，３７８号（弁理士整理番号２２８３６５－１）に列記されたそれ
らの素材に限定されない。どちらの文書も、それらの全体が参照により本明細書に組み込
まれている。
【００４７】
　図３Ａおよび図３Ｂを参照すると、集束記録レーザ光線２００がデータ記憶デバイス１
００（図示せず）内のマイクロホログラフィック層１０の一部にホログラム１６を記録し
ているところが示される。図３Ａは消去によるマイクロホログラフィック層１０内の記録
を描写し、図３Ｂは修正によるマイクロホログラフィック層１０内の記録を描写する。
【００４８】
　図のように、２つの層１２、１４の中の素材は２つの異なる素材を含み、１つの素材は
機能的であり、他の素材は不活性である。どちらの層１２、１４も機能的な素材を含むこ
とができることに留意すべきであり、機能的な素材は同じ素材ではなく、両方が同時に露
出されると屈折率における変化は反対の方向に進み、これはコントラストを増大させ、反
射率におけるより大きな変化を潜在的にもたらす。説明したように、機能層１２は、記録
する波長で光に反応する閾値を有する機能的な素材を含む（例えば、機能層１２は、記録
状態（すなわち、高い強度）の間に光線２００によって照射されるとその屈折率を変化さ
せ、読み出し状態（すなわち、低い強度）の間にはその屈折率に変化はない）。図のよう
に、記録中に機能的な素材１２はその屈折率を、隣接する不活性な素材１４の屈折率によ
り近く（図３Ｂ参照）、または同じに（図３Ａ参照）なるように変化させる。この方式で
は、記録状態になると、データ記憶デバイス１００内の複数のマイクロホログラム層１０
のうちの少なくとも１つの反射率は、効果的に削減される。複数のマイクロホログラム層
１０の絶対変化率は、約０．００１から約０．０５までの範囲である可能性がある。
【００４９】
　別の実施形態では、記録中に機能的な素材１２はその屈折率を、隣接する不活性な素材
１４の屈折率から離れるように変化させる。この方式では、記録状態になると、データ記
憶デバイス１００内の複数のマイクロホログラム層１０のうちの少なくとも１つの反射率
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は、効果的に増加される。加えて、記録する光の波長は、読み出す光の波長とは異なる可
能性がある。
【００５０】
　さまざまな実施形態は、本発明の態様から逸脱することなく、さまざまな構成を有する
ことができる。例えば、図はスペーサ膜２０の均一な厚さを示すが、異なるスペーサ膜２
０は、データ記憶デバイス成分３０内で異なる厚さを有することができる。例えば、第１
のスペーサ膜２０は、第２のスペーサ膜２０とは異なる厚さを有することができる。第１
のスペーサ膜２０は、データ記憶デバイス成分３０内で隣接する場合があるし、隣接しな
い場合もある。
【００５１】
　同様に、マイクロホログラム層１０内の複数のスペーサ膜２０および複数の光に不活性
な層１４は、実施形態に応じて同じ素材を含む場合があるし、含まない場合もある。複数
のスペーサ膜２０および複数の光に不活性な層１４は同じ屈折率を有する場合がある。
【００５２】
　特定の実施形態に応じて、データ記憶デバイス成分３０内のマイクロホログラム層１０
の数量は、２から５０までであり得る。データ記憶デバイス成分３０内のそれらの間で交
互に配置されたマイクロホログラム層１０およびスペーサ膜２０の数量および厚さに応じ
て、データ記憶デバイス成分３０の厚さは、約２０μｍから約５００μｍまでの範囲内で
あり得る。
【００５３】
　図４を参照すると、データ記憶デバイス１１０の別の実施形態の立面図が描写される。
この実施形態では、スペーサ膜２０は、記録および読み取りを行う光の波長に不活性な素
材からなり、それによって反射基準層を画定する複数の層を含む補助反射スタックと見な
される階層化された構造物２２をさらに含む。
【００５４】
　補助反射スタック２２は、記録および読み取りを行う光の波長に不活性な少なくとも２
つの素材を含むことができる。この方式では、補助反射スタック２２は、ディスクの深部
内での光線の位置決めを助けるために恒久的に反射する基準層（例えば、集束基準）とし
て働くように設計することができる。間隔は、高反射率の波長がデータ光線２１０と同じ
であるように作ることができ、同じ光線または同じ色の２次光線が基準面を追跡すること
を可能にする。あるいは、スペーサスタック２０、２２は異なる波長で動作して、追跡ま
たは基準の光線２２０専用の異なる色を利用することができる。
【００５５】
　図５を参照すると、データ記憶デバイスの一部の別の実施形態の立面図が描写される。
示された実施形態により、基準光線がホモダイン検出を可能にするために単一の検出器２
５０および読み取り光線２３０が可能になる。この実施形態では、読み取り光線２３０と
同じ波長で動作するスペーサ膜２０をもつスペーサ補助反射スタック２２が使用される。
この方式では、補助反射スタック２２は、その中に変調ホログラム１６を有する記録可能
マイクロホログラム層１０からの変調反射２３２と検出器２５０上で混合できる一定の可
干渉性反射２３４を提供するために、マイクロホログラム層１０のより近くに配置するこ
とができる。結果として、２つの反射２３２、２３４は干渉し、ホモダイン効果により信
号を増強することができる。
【００５６】
　さまざまな図が、単一タイプの機能膜１２を含むデータ記憶構造１００を描写できるが
、本発明の他の実施形態では、さまざまな素材が、特定のマイクロホログラム層１０内お
よび／またはさまざまなマイクロホログラム層１０間の、さまざまな機能膜１２内で使用
することができる。例えば、第１の素材と第２の素材が異なる波長に対して敏感であるよ
うに、第１の機能膜１２は第１の素材からなることができ、第２の機能膜１２は第２の素
材からなることができる。第１の機能膜１２は任意の数量であり得る。第２の機能膜１２
も任意の数量であり得る。同様に、同じおよび／または異なる素材を有するデータ記憶デ
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バイス１００内の、特定のマイクロホログラム層１０内および／またはさまざまなマイク
ロホログラム層１０間の機能膜１２の順序および組合せは、さまざまな実施形態でほとん
ど無制限である。例えば、データ記憶デバイス成分３０は、λ1の波長を有する光に対し
て敏感な機能膜１２の第１のセットが存在し、λ2の波長を有する光に対して敏感な機能
膜１２の第２のセットが存在し、λ3の波長を有する光に対して敏感な機能膜１２の第３
のセットが存在し、λ1≠λ2≠λ3であるように、複数の機能膜１２を含むことができる
。この構成は、データ記憶デバイス１００内の多くの組合せで構成することができる。例
えば、データ記憶デバイス成分３０は、３つの異なる素材の機能膜セット１２を含むこと
ができ、第１の素材の膜セット１２（例えばλ1）はデータ記憶デバイス成分３０の上部
領域またはその近くに配置され、第２の素材の膜セット１２（例えばλ2）はデータ記憶
デバイス成分３０の中央領域またはその近くに配置され、第３の素材の膜セット１２（例
えばλ3）はデータ記憶デバイス成分３０の下部領域またはその近くに配置される。別の
実施形態では、データ記憶デバイス成分３０は、さまざまな波長の素材が使用される機能
膜１２の繰り返しタイプの構成を含むことができる。例えば、データ記憶デバイス成分３
０の上部またはその近くにはλ1で光に対して敏感な素材の機能膜１２をもつマイクロホ
ログラム層１０があり得るし、下に機能膜１２をもつ次のすぐ隣のマイクロホログラム層
１０内にはλ2で光に対して敏感な素材があり、次いで、さらに次の下のマイクロホログ
ラム層１０内にはλ3で光に対して敏感な素材をもつ機能膜１２がある。この３つの素材
「パターン」は、次いで、データ記憶デバイス成分３０を通じて下に連続するマイクロホ
ログラム層１０の３グループのセットで繰り返すことができる。明らかに、本明細書で説
明された素材とは異なる、機能膜１２として使用するための素材の他の組合せおよび数量
を使用することができる。
【００５７】
　さまざまな波長感度をもつさまざまな素材を有する機能膜１２を使用する利点は、デー
タ記憶デバイス１００がデータ読み取り装置および／または読み／書き装置（図示せず）
でその後使用できることであり、その結果、さまざまな読み取り装置または読み／書き装
置は、例えば、マイクロホログラム層１０の複数のセットのうちの１つのセットのみが特
定の場合に書込可能または読込可能であるように、使用することができる。そこで、例え
ば、医療記録の応用では、機能膜１２用の複数の素材をもつ実施形態を有するデータ記憶
デバイス１００は、第１の素材（例えば、λ1）の機能膜１２のセットが医療患者によっ
てのみ読込可能および／または書込可能であり得るし、さらに、第２の素材（例えば、λ

2）の機能膜１２のセットが医師および／または医師の職員によってのみ読込可能および
／または書込可能であり得るし、最後に、第３の素材（例えば、λ3）の機能膜１２のセ
ットが医療設備の製造業者によってのみ読込可能および／または書込可能であり得るよう
に構成することができる。明らかに、本明細書で説明された素材とは異なる、機能膜１２
として使用するための素材の他の組合せおよび数量を使用することができる。
【００５８】
　ここで図６および図８を参照すると、本発明の実施形態によるデータ記憶デバイス成分
の製造方法を採用するさまざまなシステムの概略図が示される。さらに、図９は、図６お
よび図８における２つのシステムが採用できる、成分を製造する１つの方法を描写する流
れ図を描写する。図６および図８は、それぞれシステム３５０、３７０の一部を示す。シ
ステム３５０、３７０は、複数のローラ３５２および他の既知の構成要素（図示せず）お
よび接着装置３６０を使用して、説明されたデータ記憶デバイス成分３０の少なくともマ
イクロホログラム層１０部分を構築することができる。熱プレス（例えば、図６参照）、
ホットロール積層装置（例えば、図８参照）、光学硬化剤、および同様のものを含む、任
意の適切な接着装置３６０を使用することができる。
【００５９】
　この方法は、数百から数千の層を実現できる層増倍同時押出技法の使用を含むことがで
きる。この処理は、一般に、流れを縦に分断し横に広げる一連のダイを通過して次のダイ
に進入する２つの別々のポリマーの同時押出を含む。したがって、最初の２層が２n+1層
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に最大２０４８層まで増倍し、それぞれの層が１０ｎｍ未満の厚さをもつ［参照：Y. Jin
, H. Tai, A. Hiltner, E. Baer, James S. Shirk, Journal of Applied Polymer Scienc
e, Vol. 103, 1834-1841 (2007)］。この技法は、本発明の態様で必要なものと同様の層
の厚さおよび間隔をもつ全ポリマー溶融加工され分配されたブラッグ反射レーザを作るた
めに使用された［参照：Kenneth D. Singer, Tomasz Kazmierczak, Joseph Lott, Hyunmi
n Song, Yeheng Wu, James Andrews, Eric Baer, Anne Hiltner, and Christoph Weder, 
OPTICS EXPRESS 2008, Vol. 16, No. 14, 10360］。したがって、マイクロホログラム層
または成分１０（例えば、層１２、１４）は、（例えば、複数の薄い機能膜の押出１２、
１４を作る）単一パスで作られ、別々に積み重ねることができる１０および２０の膜を含
む構造３０を製造する処理の最後でスペーサ層２０に接着されて、データ記憶デバイス１
００を作ることができる。他の実施形態では、増倍同時押出技法は３層の同時押出も含む
ことができ、その結果、スタック３０全体は潜在的に単一パスで作られ、後でデータ記憶
デバイス１００を作るために使用することができる。
【００６０】
　４００として図９で示された方法は、第１の光線によって照射されるとその屈折率に変
化を受け、第２の光線によって照射されるとその屈折率に変化を受けない機能膜の素材を
、４０２で提供することを含むことができる。同様に、光に不活性な素材が４０４で提供
される。４０６で、機能膜の素材および光に不活性な素材が少なくとも１つの増倍型ダイ
を介して押出形成され、それによってマイクロホログラム層１０を形成する。４１０で複
数のスペーサ膜２０が提供される。次いで、４０８で、複数のマイクロホログラム層と複
数のスペーサ膜が一緒に接着され、それによって成分３０を形成する。
【００６１】
　他の実施形態では、マイクロホログラム層１０および／またはその成分は、シートを形
成するために、さまざまな膜ローラドラムおよび／または熱プレス、ならびにそれらの組
合せを介して加工することもできる。さらに、一実施形態では、複数のマイクロホログラ
ム層１０および複数のスペーサ膜２０は、図６および／または図８で示されたロールツー
ロールシステム３５０、３７０を介して搬送され位置合せされる。結果として生じた成分
３０は、マイクロホログラム層１０が複数のスペーサ膜２０のうちの２つの間に位置する
ようになる。接着は接着装置３６０または同様の装置によって提供することができる。
【００６２】
　方法における他の態様は、さらに、１つまたは複数の基板層に成分３０を接着すること
、それによってデータ記憶デバイスを画定することを含むことができるが、それらに限定
されず、基板層はその中に非フォトポリマープラスチック基板およびサーボ層を含む。デ
バイスは、さらに、適切なデータ記憶ディスクを画定するために、既定のサイズおよび形
に切断することができる。バリアコーティング、反射防止コーティング、および擦過防止
コーティングを含む別のコーティングを、ディスクの一面または両面に塗布することがで
きる。バリアコーティングは、通常、ディスクの両面に塗布されるが、反射防止コーティ
ングおよび擦過防止コーティングは、ディスクの一面（読み／書き面）に塗布されるだけ
である。
【００６３】
　図７を参照すると、本発明の別の実施形態による成分３０の製造方法を採用するシステ
ムの概略図が示される。図７におけるシステムが採用できる成分３０の製造方法を描写す
る流れ図は、５００として図１０で示される。システム３８０は、成分３０を製造するの
に適したローラ３５２および複数の他の構成要素（図示せず）を含むロールツーロールシ
ステムを採用することができる。システム３８０は、さらに、複数のコーティングを調合
し塗布するように構成されるための複数のコーティング装置３８６を含む。
【００６４】
　方法５００は、５０２で、ロールツーロールシステムを介して薄いスペーサ膜２０を提
供することを含む。薄いスペーサ膜２０は、５０４で、複数のコーティング装置３８６か
ら複数のコーティング１５、１７の塗布を受ける。複数のコーティング１５、１７は、機
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能的な素材のコーティング１５と互い違いの不活性な素材のコーティング１７を含み、機
能的な素材のコーティングは、第１の光線によって照射されるとその屈折率に変化を受け
、第２の光線によって照射されるとその屈折率に変化を受けない素材を含む。この方式で
は、不活性な素材１７と機能的な素材１５の交互配置された、または互い違いのコーティ
ングをスペーサ膜２０に塗布することができる。
【００６５】
　５０６で、スペーサ膜２０およびその上の複数のコーティング１５、１７が硬化装置３
８２によって硬化され、それによって成分３０を作成する。この方式では、マイクロホロ
グラム層１０およびスペーサ２０を有する複数の成分３０を作成することができる。
【００６６】
　別の実施形態では、これらの複数の成分３０は、図６および図８で描写されたシステム
および方法に関して説明された手段と同様の手段（例えば、ロールツーロールシステム）
を介して、搬送し位置合せすることができる。位置合せされた複数の単位のホログラムと
スペーサ膜の構造または成分は、おたがいに接着することができ、それによって成分を形
成する。方法における他の膜加工ステップは、表面清掃、コーティング前の処置、保護マ
スキング膜の追加／削除、および同様のものを含むことができる。
【００６７】
　コーティング装置３８６は、スロットダイコーティング、スライドコーティング、カー
テンコーティング、グラビアコーティング、および同様のものを含むが、それらに限定さ
れない任意の適切な機能膜コーティング１５、１７を塗布するための任意の適切な装置で
あり得る。同様に、硬化装置３８２によって提供される硬化は、加熱、紫外線硬化、およ
び同様のものを含むが、それらに限定されない任意の適切な手段であり得る。構築された
他のデータ記憶デバイスと同様に、方法における他のステップは、本明細書で説明された
ように、例えば、積み重ねられた膜構造を１つまたは複数の基板層に接着すること、既定
のサイズおよび形に切断すること、ならびに／またはさまざまなコーティングを塗布する
ことを含むことができる。
【００６８】
　別の実施形態では、マイクロホログラム層１０内で使用される複数の機能膜１２は、ポ
リマー、非線形光学色素、増感体、および、屈折率の変化を受ける能力がある素材の任意
の適切な組合せを含むことができる。さまざまなタイプの機能膜１２および不活性層１４
は、描写されたデータ記憶デバイス１００内で使用することができる。さまざまなマイク
ロホログラム層１０は、特定のマイクロホログラム層１０およびスペーサ膜２０の構造物
に応じて、さまざまな反射率を有することができる。例えば、成分３０は、（例えば読み
書き装置に最も近い）上部マイクロホログラム層１０が最低の屈折率を有するように構築
することができる。次の下のマイクロホログラム層１０は、そのマイクロホログラム層１
０より高い屈折率を有する、など。したがって、成分３０の最も低いマイクロホログラム
層１０は最も高い屈折率を有することができる。この方式では、成分３０は読み書き装置
から離れると、成分３０を通じてより反射するようになる。
【００６９】
　本明細書において図示および記載された実施形態はマイクロホログラフィックディスク
に使用することができるが、他の光学データ記憶デバイスは、本発明の範囲から逸脱する
ことなく、本発明の態様を採用することができる。例えば、データ記憶デバイスは２光子
記憶デバイスおよび同様のものなどのマルチ光子記憶デバイスであり得る。
【００７０】
　さらに、本明細書において図示および記載された実施形態は、データ記憶およびデータ
検索の領域で使用することができるが、本発明の態様はそのようには限定されない。成分
、前記成分を組み込むデバイス、および製造方法は、他の技術領域で、かつ他の技術的な
試みのために使用することができる。
【００７１】
　したがって、本発明の一実施形態によれば、成分はマイクロホログラム層を含み、マイ
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クロホログラム層は複数の機能膜層と交互配置された複数の光に不活性な層を含み、複数
の機能膜層は第１の光線によって照射されるとその屈折率に変化を受け、第２の光線によ
って照射されるとその屈折率に変化を受けない素材を含む。
【００７２】
　本発明の別の態様によれば、製造方法は、第１の光線によって照射されるとその屈折率
に変化を受け、第２の光線によって照射されるとその屈折率に変化を受けない機能膜の素
材を提供すること、光に不活性な素材を提供すること、増倍型ダイを介して機能膜の素材
および光に不活性な素材を押出形成し、それによってマイクロホログラム層を形成するこ
と、スペーサ膜を提供すること、ならびに、スペーサ膜とマイクロホログラム層を接着し
、それによって成分を形成することを含む。
【００７３】
　本発明の別の実施形態によれば、製造方法は、ロールツーロールシステムを介して薄い
スペーサ膜を提供すること、複数のコーティングを薄いスペーサ膜に塗布すること、なら
びに、薄いスペーサ膜および複数のコーティングを硬化させ、それによってマイクロホロ
グラム層を作成することを含み、複数のコーティングは、第１の光線によって照射される
とその屈折率に変化を受け、第２の光線によって照射されるとその屈折率に変化を受けな
い機能的な素材、および不活性な素材を含む。
【００７４】
　発明のある特定の特徴だけが本明細書において図示および記載されたが、多くの修正形
態および変更形態が当業者に思い付く。個別の実施形態が説明されたが、本発明は、すべ
てのそれらの実施形態のすべての組合せを包含する。添付の特許請求の範囲は、発明の目
的の範囲内にあるすべてのそのような修正形態および変更形態を包含するものであること
を理解されたい。
【符号の説明】
【００７５】
　１０　成分、マイクロホログラフィック層
　１２　機能膜層
　１４　光に不活性な層
　１５　機能的な素材コーティング
　１６　ホログラム
　１７　不活性な素材コーティング
　２０　スペーサ膜
　２２　補助反射スタック
　３０　データ記憶デバイス成分
　４０　基板層
　４２　第２の基板層
　４４　サーボ層
　４８　バリアコーティング
　１００　データ記憶デバイス
　１１０　データ記憶デバイス
　２００　集束記録レーザ光線
　２１０　データ光線
　２２０　異なる色の専用の追跡または基準光線
　２３０　読み取り光線
　２３２　変調反射
　２３４　一定の可干渉性反射
　２５０　単一検出器
　３５０　ロールツーロールシステム
　３５２　ローラ
　３６０　接着装置
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　３７０　ロールツーロールシステム
　３８０　システム
　３８２　硬化装置
　３８６　コーティング装置
　４００　方法
　４０２　機能膜の素材を提供すること
　４０４　光に不活性な素材を提供すること
　４０６　少なくとも１つの増倍型ダイを介して機能膜の素材および光に不活性な素材を
押出成形し、それによってマイクロホログラム層を形成すること
　４０８　複数のマイクロホログラム層と複数のスペーサ膜を接着し、それによって成分
を形成すること
　４１０　複数のスペーサ膜を提供すること
　５００　方法
　５０２　ロールツーロールシステムを介して薄いスペーサ膜を提供すること
　５０４　薄いスペーサ膜は複数のコーティング装置から複数のコーティングの塗布を受
ける
　５０６　硬化装置により薄いスペーサ膜および複数のコーティングを硬化させ、それに
よって成分を作成する
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【図２】

【図３Ａ－３Ｂ】



(15) JP 6081307 B2 2017.2.15

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】



(16) JP 6081307 B2 2017.2.15

10

20

30

フロントページの続き

(72)発明者  シャオレイ・シー
            アメリカ合衆国、ニューヨーク州・１２３０９、ニスカユナ、ビルディング・ケイ１－３エイ５９
            、ワン・リサーチ・サークル、ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ・グローバル・リサーチ
(72)発明者  ユージーンー・ポーリン・ボーデン
            アメリカ合衆国、ニューヨーク州・１２３０９、ニスカユナ、ビルディング・ケイ１－３エイ５９
            、ワン・リサーチ・サークル、ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ・グローバル・リサーチ
(72)発明者  クウォック・ポン・チャン
            アメリカ合衆国、ニューヨーク州・１２３０９、ニスカユナ、ビルディング・ケイ１－３エイ５９
            、ワン・リサーチ・サークル、ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ・グローバル・リサーチ
(72)発明者  ピーター・ウィリアム・ロレイン
            アメリカ合衆国、ニューヨーク州・１２３０９、ニスカユナ、ビルディング・ケイ１－３エイ５９
            、ワン・リサーチ・サークル、ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ・グローバル・リサーチ
(72)発明者  ビクター・ペトロヴィッチ・オストヴァーコフ
            アメリカ合衆国、ニューヨーク州・１２３０９、ニスカユナ、ビルディング・ケイ１－３エイ５９
            、ワン・リサーチ・サークル、ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ・グローバル・リサーチ
(72)発明者  リー－アン・ツァオ
            アメリカ合衆国、ニューヨーク州・１２３０９、ニスカユナ、ビルディング・ケイ１－３エイ５９
            、ワン・リサーチ・サークル、ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ・グローバル・リサーチ

    審査官  川中　龍太

(56)参考文献  特表２００２－５０２０５７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－００８７１５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１７８４５９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－００９６１８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－０１９８８６（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第０６３１０８５０（ＵＳ，Ｂ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ１１Ｂ　７／２４　－　７／２５９５
              Ｇ１１Ｂ　７／００　－　７／０１３
              Ｇ１１Ｂ　７／０９　－　７／１０
              Ｇ０３Ｈ　１／００　－　５／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

